
親事業者との取引で困っていませんか？
下請適正取引
を支援します
下請適正取引
を支援します

東京都産業労働局ホームページ
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/

期日を過ぎても
代金を支払ってくれない

価格協議に
応じてもらえない

使わなくなった金型を
廃棄させてくれない



下請代金支払遅延等防止法のしくみ
（昭和 31．6．1法律第 120号）

❶ 受領拒否の禁止
❷ 下請代金の支払遅延の禁止
❸ 下請代金の減額の禁止
❹ 返品の禁止
❺ 買いたたき（代金を不当に低く定めること）の

禁止
❻ 物の購入強制・役務の利用強制の禁止（親事
業者が指定する物・役務を強制して購入・利
用させること）

禁止行為
❼ 報復措置の禁止（親事業者の違反行為を行政
に知らせたことを理由に取引停止等の不利益
な取扱いをすること）

❽ 有償で支給した原材料等の代金を、早期に（下
請代金の支払期日より）決済することの禁止

❾ 割引困難な手形（繊維業は90日、その他の業種
は120日を超える長期の手形）の交付の禁止

10 不当な経済上の利益の提供要請の禁止（下請
事業者に金銭労務の提供等をさせること）

11 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止

①製造委託：
　物品の販売や製造を営む事業者（製造業者、販売業者等）が、
規格、品質、形状、デザイン、ブランド等を指定して、他の
事業者に物品の製造や加工などを依頼することをいいます。
（ここでいう「物品」とは動産を指しており、家屋などの建
築物は対象に含まれません。）

②修理委託：
　物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者
に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合
に、その修理の一部を他の事業者に委託すること等をいいます。

③情報成果物作成委託：
　ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザイン等、情報成
果物の提供や作成を営む事業者が、他の事業者にその作成作
業を委託することをいいます。情報成果物の代表例としては
次のものを挙げることができ、物品の附属品・内蔵部品、物
品の設計・デザインに係わる作成物全般を含んでいます。
（例）プログラム、映像や音声・音響などから構成されるもの、
文字・図形・記号等から構成されるもの。

④役務提供委託：
　運送やビルメンテンスをはじめ、各種サービスの提供を営む
事業者が、請け負った役務を他の事業者に委託することをいい
ます。ただし建設業法に規定される建設業を営む事業者が請け
負う建設工事は、下請法の対象とはなりません。
※建設業における下請法の対象取引
　家屋等の建築をはじめ、建設工事に関する請負契約は建設業法による規制の対象で、下請法
の対象外となっています。ただし、建設資材や部材を販売している建設業者が商品の製造を外
部委託する場合は「製造委託」、また、建設業者が設計図面の作成を委託する場合は「情報成
果物作成委託」の対象となります。

②対象となる取引

①目　的
　この法律は親事業者の下請事業者に対する取引を公正なものとし、下請事業者の利益を保護することを目的としています。

③規制の対象となる取引の範囲

④親事業者に対しては、次に掲げる禁止行為が定められています。

〇物品の製造委託・修理委託
〇情報成果物作成委託・役務提供委託（プログラム作成、
運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に係るもの）

〇情報成果物作成委託・役務提供委託（左記に係るものを
除く）

  下請法の対象取引　＝　取引の内容　＋　資本金区分
　下請法が適用される下請取引はこの２つの条件を満たす場合にのみ適用されます

親事業者 下請事業者

資本金 3 億円超 

資本金 1 千万円超
 3 億円以下 

資本金 3 億円以下
（個人を含む） 

資本金 1 千万円以下
（個人を含む） 

親事業者 下請事業者

資本金 5 千万円超 

資本金 1 千万円超
 5 千万円以下 

資本金 5 千万円以下
（個人を含む） 

資本金 1 千万円以下
（個人を含む） 



下請取引の公正化、下請事業者の利益を保護するため、親事業者には 4つの義務があります。

　下請代金の支払の更なる適正化を図るため、以下の内容について、親事業者から率先して取り組
むこととされています。

・下請代金の支払は可能な限り現金で行う
・手形等による場合は、手形等の現金化に係る割引料等を下請事業者に負担させる
ことがないよう、これを勘案した下請代金の額を十分に協議して決定する。また、
親事業者と下請事業者の双方が割引料等のコストを検討できるよう、本体価格分
と割引料相当額を分けて明示する

・手形等のサイト※については、60 日以内とする
※手形の振出日から支払期日までの期間のこと

下請代金の支払手段について（令和3.3.31　中小企業庁・公正取引委員会連名通達）

　口頭発注や不明確な取引条件によるトラブル防止のため、親事業者は発注に当たって、下記の具体的記載事項を
すべて記載した書面を交付する義務があります。

● 発注時には発注書面を交付する義務があります。

　下請取引が完了した場合、親事業者は給付内容、下請代金の金額などの取引記録を書類として作成し、2 年間保
存しなければなりません。

● 取引記録の書類を作成・保存する義務があります。

※下請事業者が承諾した場合、一定の要件の下に、取引において電子メール等を使った受発注ができることが法律上明確になりました。
   （平成 13年 4月 1日施行）

● 代金支払いが期日より遅れた場合は遅延利息を支払う義務があります。

　親事業者は検査をするかどうかを問わず、発注した物品等を受領した日から起算して 60 日以内のできる限り短
い期間内で、下請代金の支払期日を定めなければなりません。
　支払期日を定めなかった場合は下記の日が「支払期日」になります。

・当事者間で支払期日を定めなかったとき　物品等を実際に受領した日
・当事者間で支払期日を定めても、受領日から起算して60日を超えて定めたとき　受領日から起算して 60 日を経過
した日の前日

● 発注時に支払期日を定める義務があります。

(1)　親事業者及び下請事業者の名称（番号，記号等によ
る記載も可）

(2)　製造委託，修理委託，情報成果物作成委託又は役務
提供委託をした日

(3)　下請事業者の給付の内容
(4)　下請事業者の給付を受領する期日（役務提供委託の

場合は，役務が提供される期日又は期間）
(5)　下請事業者の給付を受領する場所
(6)　下請事業者の給付の内容について検査をする場合は，

検査を完了する期日
(7)　下請代金の額（算定方法による記載も可）

(8)　下請代金の支払期日
(9)　手形を交付する場合は，手形の金額（支払比率でも可）

及び手形の満期日
(10)　一括決済方式で支払う場合は，金融機関名，貸付

け又は支払可能額，親事業者が下請代金債権相当額
又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日

(11)　電子記録債権で支払う場合は，電子記録債権の額
及び電子記録債権の満期日

(12)　原材料等を有償支給する場合は，品名，数量，対価，
引渡しの期日，決済期日，決済方法

具
体
的
記
載
事
項

⑤親事業者には 4つの義務があります



量産終了後も金型を無償で保管させら
れ、破棄してもよいかを聞いても返答
がなく、保管費用を負担してくれない

原材料価格などコスト増が発生しても
取引価格に反映してもらえない

親事業者のコストが増加したことを理
由に、下請代金の額を減じられてしまう

量産が終了した補給品について、量産時
と同等の単価を設定される

合理的説明なしに、発注者の事情のみを
もって指値発注を要請される

発注者の都合で取引条件が変更された
にもかかわらず、そのコストを負担し
てもらえない

発注側のこのような行為は「下請代金支払遅延等防止法」や「私的独占の禁止
及び公正取引の確保に関する法律」に違反する恐れがあります。

〇どのような取引であっても、年に1回以上は価格協議を行う（毎年９月及び３月は国が定める「価格交渉促進
月間」です）
〇下請事業者からコスト上昇等による対価の見直しの申出があれば、定期的な協議時期でなくても、遅滞なく
協議に応じる
〇取引対価は、合理的な算定方式に基づき、下請事業者の適正な利益を含むよう、十分な協議を行って決定する
〇業種、地域等に応じた一般的な賃金の引上げ水準を十分に考慮し取引対価を決定する
〇客観的な経済合理性又は十分な協議手続を欠く原価低減要請を行わない
〇交渉経緯の記録を作成・保存する 

いつまで 保管…

●問題のある取引事例

●価格交渉・価格転嫁に関するルール

原材料
価格

エネルギー
コスト

参考：中小企業庁「中小企業・小規模事業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」

　取引上優位な立場の親事業者が下請事業者に対して、一方的に自社に有利な取引条件を強要するなど、下請
企業に不利益となるような取引が報告されています。

　下請中小企業振興法に基づく「振興基準」では以下のように定めています。「振興基準」とは下請事業者及
び親事業者のよるべき一般的な基準です。

適正な価格に基づく取引ができていますか？

原材料
価格

エネルギー
コスト

うちも厳
しいから

発注代
金から３

％

引かせ
てもらう

ね

-3%
発注代金

今回は単価 300 円で
よろしくね

量産時とはコストが
違うので赤字に
なってしまう

運賃が増えて
しまうのに…

当初通りの代金で
分割納品に
変更してください



受注者の皆様向け　価格交渉のポイント
参考：中小企業庁「中小企業・小規模事業者のための価格交渉ノウハウ・ハンドブック」

（例）人件費や原材料の内訳とその価格推移表を作成、必要な工数・技術難易度・知的財産の対価を説明　

①コストに関する客観的なデータを提示する
原材料価格、エネルギーコストなどの価格転嫁や発注者からの価格低減要請への対応に向けた交渉の際は、コストに関する客観的
なデータを提示しましょう。特に「原価（製品・サービス単位）を示した価格交渉」が成功のカギです。

（例）より効率的な加工方法・材料への変更　メンテナンスフリー化・サービス体制の変更
　 　簡易包装への変更　自社調達から材料支給へのシフト　不必要に厳しい検査基準の見直し　支払条件の変更

②必要に応じて対案・代案を提示する
必要に応じて、自社にとって有意義であるだけでなく、親事業者のニーズにも合致する効果的な対案・代案を提示しましょう。

④取り決めたルールや交渉経緯を書面に残す
ルールを着実に実行するためには、書面に取り決めを残すことが重要です。書面の共有が難しい場合であっても、取引先に対して、
「間違いがあるとご迷惑をかけるので確認させてください」と伝え、口頭で取り交わした内容を電子メールなどで確認しましょう。

取引先との価格交渉に当たっては、まず交渉に必要なデータや資料の準備から始めま
しょう。

東京都でも「価格交渉支援」を実施しています。詳細はこちらから
（公財）東京都中小企業振興公社ホームページ　
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shitauke/soudan/index.html#shien

（例）原材料価格の上昇を単価に反映できる仕組み（サーチャージ制や価格スライド制など）を導入する
        発注ロット数ごとの価格を取り決める

③取引条件に関するルールを定める
不利な条件下で取引が行われないよう、取引条件に関するルールを策定し、価格設定方法などについて発注者側と合意を取りましょう。

議事録

契約書

１　契約の当事者と契約の成立の時期をはっきりさせる

２　契約の対象、目的物、双方の権利、義務の内容、範囲をはっ
きりさせる（品目、規格、数量、単価、金額、納期、引渡場所、
検収期間、所有権の移転時期、支払期日、不良品の処理等）

３　責任の範囲をはっきりさせる（親事業者側の都合による
債務不履行責任等）

４　その他の記載事項
　量産終了後の補給品の単価、支給期間、打切り基準、型
の保管費用、費用負担、従業員の派遣についての費用負担
図面提供費や第三者への開示可否

　特に「支払条件」「検収方法」「不良品の処理」「瑕疵担保
責任」は紛争の原因となりやすいので明文化すること

１　見積価格の前提となる条件を明確にし、価格に影響する数
量、設計、仕様、納期等は具体的に記載。また、変更が生
じた場合、追加費用が発生する旨を記載する

２　仕様が確定せず金額を決定できない場合は、後日改めて決
定する旨を記載

３　その他の記載事項　
　　・型や試作品製作費　・附帯業務の範囲　・運送経費

契約書作成の心得 見積書

その他
●契約書に記載のない費用を伴う追加作業等は、その都度書類
等で確認の上、作業を進める

●取引慣行上負担区分の不明確な経費については、負担区分を
明確に文書化する　



親事業者との取引で困っていることはありませんか？

親事業者の違反行為を行政に知らせたこ
とを理由に不利益な取り扱いをされる

発注先から納期延期と言われたが、い
つ受領してもらえるかわからず、費用
も負担してくれない

適正なコスト負担なしに、親事業者の
仕事を手伝わされた

親事業者の指定する製品（含自社製品）
や原材料等を強制的に購入させられた

1,000個を発注するとの依頼で、見積
単価を提出したが、その見積単価で50
個しか発注がなかった

親事業者から手形で下請代金の支払い
を受けたが、一般の金融機関で割引を
受けることができなかった

担当者の異動に伴い制作方針が変わり、
無償でデザイン変更を要求された

親事業者が有償支給する原材料を使用
して物品を製造する際、下請代金の支払
日より前に原材料費の支払いを求めら
れた

こうした親事業者の行為は

下請代金支払
遅延等防止法
で禁止されています。

原
材
料

原
材
料

○
○
銀
行

NO!!

手形
150日

見積り

1,000個

＠○○円

発注書
50個

＠○○円

これを使用して製造して！先に原材料費を払ってね！

トラブルが起きたらできるだけ早く行政機関等に相談することが大切です。
（裏面の相談機関をご利用ください。）

トラブルが起きたらできるだけ早く行政機関等に相談することが大切です。
（裏面の相談機関をご利用ください。）

言いつけられて
迷惑した！

もう取引しない！

方針が変わったから
デザイン変更を
お願い

延期

延期

延期

製造して！先に原材料費を払ってね！

材料

人手不足だから
手伝って無償で…

早
く
！

　
早
く
！



参考：中小企業庁 「知的財産取引に関するガイドライン」

　発注者である大企業・親事業者と受注者である中小企業との取引において、ノウハウや知的財産権について
十分な配慮がなされていない問題事例が報告されています。 

親事業者が立合いと言って工場を見学
し、自社のノウハウを持っていかれて
内製化されてしまった 

金型の製造を受託したところ、親事業
者から設計図面の提出を求められ、
断ったところ、「提出しないと今後の発
注に影響する」といわれた  

ほとんど受注側の技術を用いる名目上
の共同研究開発にもかかわらず、その
成果となる新技術は「すべて発注側に
無償で帰属する」という内容で契約さ
せられた 

●知的財産取引に関する問題事例

今後の
取引に

影響
するわ

よ！
成果は私ども

ということで

下請中小企業振興法に基づく「振興基準」では以下のとおり定めています。 
〇親事業者は、下請事業者が秘密として管理している情報（秘密情報）の開示を強要したり、無断で
利用してはならない
〇共同研究開発等の成果に関する権利の帰属については、両者の貢献度に応じ、下請事業者の利益
に十分配慮して決定する
〇技術情報等は重要な財産であり、データ取扱い等を適正化するとともに、提供を受ける際は、技
術料を含む相当な対価を支払う

「知的財産取引に関するガイドライン」、「契約書のひな形」はこちらから
中小企業庁ホームページ　https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/chizai_guideline.html

自社の知的財産を守る適正な取引ができていますか？

自社の「強み」となる知的財産を守りつつ、戦略的な事業展開をしていくためにも、
以下のような場合には契約書ひな形の活用を検討しましょう。

取引締結前に情報交換、商
談を行うとき 

「秘密保持契約書」

お互いの技術やノウハウ
を出し合って研究開発を
行うとき 

「共同開発契約書」

自社が持つ技術やノウハ
ウを頼られて開発を請け
負うとき 

「知的財産権の取扱い
に関する契約書（開発
委託）」

相手の仕様に従い、製品の
製造を請け負うとき

「知的財産権の取扱い
に関する契約書（製造
委託）」

影響
するわ

よ！そんな
契約

　困
るなぁ

、、、なるほ
ど

　な
るほど



下請取引に関する苦情・紛争処理の相談は次の機関で受け付けています。お気軽にご相談ください。

2023年10月発行　※このリーフレットは令和5年9月現在の法令に基づいて作成しています。
編集・発行　東京都産業労働局商工部経営支援課   
                 〒163-8001　新宿区西新宿2-8-1　TEL.03-5320-4783        

登録番号（5）126 

下請取引に関する相談機関のご案内

下請センター東京 
（公財）東京都中小企業振興公社

下請センター東京（下請取引紛争解決センター）
（公財）東京都中小企業振興公社　本社（秋葉原庁舎5階）  
〒 101-0025　千代田区神田佐久間町 1-9    
電話：03-3251-9390　  
Email：s-center@tokyo-kosha.or.jp

下請センター東京　多摩支援室　
（公財）東京都中小企業振興公社　多摩支社   
〒 196-0033　昭島市東町 3-6-1　
産業サポートスクエア・TAMA  
電話：042-500-3909　　

苦情紛争相談

取引上の様々なトラブルに対して下請法に詳しい専門相談員や弁護士が親身になってご相談に応じ、
具体的な解決策を提示します。 
（事前にお問い合わせください）       
○専門相談員による相談       
月曜日から金曜日（土日・祝祭日・年末年始を除く）　9：00～ 12：00／ 13：00～ 17：00 
○弁護士相談（要予約・秋葉原庁舎のみ）      
月曜日から金曜日（土日・祝祭日・年末年始を除く）　13：30～ 16：30　1件 1時間程度

消費税の転嫁拒否に関する相談 消費税の引上げに伴う転嫁拒否に関する相談に対応します。

裁判外紛争解決手続（ADR)

）士護弁（者三第るす任選のータンセ。すまし施実を」)RDA（続手決解争紛外判裁「、てじ応に望希ご
が公正中立な立場で、調停により簡易迅速な紛争解決を図ります。（秋葉原庁舎のみ）  
○トラブルの種類・内容、当事者の事情・意見に応じて、柔軟な解決を図ることができます。
○手続は非公開です。当事者のプライバシー、営業上の秘密などに配慮して実施します。

※下請センター東京は、認証紛争解決事業者として法務大臣の認証を取得しました。（かいけつサポート第 16号）

国の相談機関

名　称 住　所 電　話

公正取引委員会 取引部企業取引課 〒100-8987 
千代田区霞が関 1-1-1 中央合同庁舎第 6号館 03-3581-3375

関東経済産業局 産業部適正取引推進課
〒330-9715
埼玉県さいたま市中央区新都心 1-1
さいたま新都心合同庁舎 1号館

048-600-0325

下請かけこみ寺
（（公財）全国中小企業振興機関協会） 0120-418-618

各業界の相談窓口 

東京都は、右の業界団
体より推薦を受けた方
に「下請取引適正化推
進員」を委嘱していま
す。

団　体　名 住　所 電　話

東京ニットファッション工業組合 〒130-0026　墨田区両国 4-37-2　TKF 第 1会館 03-3633-5601  

（一社）大田工業連合会 〒144-0035　大田区南蒲田1-20-20　大田区産業プラザ5階  03-3732-8415  

（一社）日本金型工業会 〒113-0034　文京区湯島 2-33-12　　 03-5816-5911  

東京配電盤工業協同組合 〒108-0023　港区芝浦 2-14-5　ユニベル田町ビル 4階  03-3434-4921  

（一社）日本電子回路工業会 〒167-0042　杉並区西荻北 3-12-2 回路会館 2階  03-5310-2020  

東京都印刷工業組合 〒104-0041　中央区新富 1-16-8 日本印刷会館 4 階  03-3552-4021  

（一社）東京都金属プレス工業会 〒130-8553　墨田区両国4-30-7 03-5624-1921  

東京都鍍金工業組合 〒113-0034　文京区湯島 1-11-10　 03-3814-5621  

東京工業塗装協同組合 〒108-0014　港区芝 5-31-16　YCCビル 9階  03-5765-6273  

日本ダイカスト工業協同組合 〒105-0011　港区芝公園 3-5-8　機械振興会館 511 03-3431-0566  

（一社）東日本プラスチック製品工業協会 〒104-0045　中央区築地 3-12-5　築地小山ビル 1階 03-3541-4321  

（一社）東京都トラック協会 〒160-0004　新宿区四谷 3-1-8 03-3359-6251  

（一社）東京都情報産業協会 〒104-0033　中央区新川1-27-8　新川大原ビル5階    03-6222-9080  


